
奈良市長 仲川 げん 

田原本町長 

ジし、移住定住に繋げ、農業で活性化するまちを目指します。 

 そのためにも、農地法に基づく農地に関する手続に精

通する法律家である奈良県行政書士会の先生方との連携

体制を推進し、農地の利活用や町内における遊休農地の

発生防止・解消につながるよう今後ともお力添えをいた

だきたいと考えております。 

 

 結びに、奈良県行政書士政治連盟の先生方の一層のご

活躍並びにご健勝とご多幸を祈念申し上げますとともに、

地域住に寄り添ったご支援を継続 

いただきまして、今後の田原本町 

の農業を中心とする人・企業・行 

政の架け橋として、町の発展にご 

尽力を賜りますようよろしくお願 

い申し上げます。 

 令和に改元され初めての４月を迎えましたが、本年は

年頭から、新型コロナウィルス肺炎の感染拡大が大きな

社会問題となっております。その余波で世界的に株価が

急落するなど、日本経済に与えた影響は大きく、収束に

向けての喫緊の課題となっております。 

 本市といたしましては、「新型コロナウィルス感染予

防対策本部」を早期に設置し、感染症対策に全力で取り

組んでいるところです。当然のことながら、感染拡大を

防ぐには行政の力だけではなく、皆様をはじめ、市民・

関係機関・団体の方々の力が必要ですのでご理解・ご協

力をお願い申し上げます。 

 

 さて、本市では主要施策のひとつに「奈良市の成長戦

略」を掲げています。外国人観光客数は年々右肩上がり

という状況にあり、世界に誇れる「国際文化観光都市」

として、その歩みを着実に進めております。多くの「お

客様」にお越しいただくことで観光産業が発展し、着実

な雇用創出のもと「まち」が活性化していく、そんな循

環型社会の実現を目指しています。この度のコロナウィ

ルス感染収束後はその影響を受けた本市観光経済の回復

のため、最大限尽力してまいる所存であります。 

  

 春の暖かさを感じる季節となりました。令和はじめの

新年度を迎え、奈良県行政書士政治連盟の先生方におか

れましては、日頃より本町発展のため、各別のご指導、

ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。また、空き家対策

に係るプロジェクトチームを設置し、遊休農地や所有者

不明土地問題について、積極的に取り組んでいただくな

ど、昨今の社会問題にご尽力いただいていることに深く

敬意を表します。 

 

 本町におきましても、平成30年10月10日に、奈良県行

政書士会と遊休農地の発生を防止し、農業を活性化する

ことを目的とした、「遊休農地等対策に関する協定」を

締結させていただきました。 

 農業は本町の重要産業であり、農地が占める割合は町

有面積の42％です。広大な農地を活性化させるためにも、

町の農業を高収益作物に転換するとともに、農作物に高

い付加価値をつけ、町の農業そのもののブランド力を向

上させる取り組みをすすめています。キーワードは「儲

かる農業」です。後継者問題などの懸念もありますが、

儲かれば若い人も帰ってきてくれるし、新規就農者も来

てくれると考えます。農業所得を上げる施策にチャレン 

 遠山健太郎会長をはじめ奈良県行政書士政治連盟の先

生方には、何かと御心にかけて頂き、親身のご指導を賜

り、誠に有難うございます。新年度を迎え、ご多用の毎

日をお過ごしのことと存じます。 

 私は、平成26年９月から平成29年８月まで総務大臣を

務めておりましたが、昨年９月に、先生方と御縁の深い

総務省に戻ってまいりました。 

 総務省では、行政書士制度の周知や表彰を行っている

ほか、新たに「非行政書士による行政書士行為の排除」

に関する要請を、各都道府県の行政書士会と連携して

行っています。引き続き、先生方と連携して、行政書士

制度の適切な運用に努めてまいります。 

 

 私は、安全な環境で暮らすことができ、質の高い教育

や必要な福祉サービスを受けることができ、働く場所が

ある、そんな地方を全国各地に創っていくことを目指し

ています。 

 昨秋の総務大臣再任後、奈良県内で伺った切実なお声

や私自身の体験も踏まえ、「生活者の視点」で、幾つか

の新規施策を構築しました。 

 奈良県内でも、台風や豪雨の度に中小河川が急激に増

水し、一昨年も尊い命が失われました。地方団体が管理

する河川の氾濫による浸水被害を防止する為、堆積土砂

の撤去や樹木の伐採など維持管理を地方団体単独事業と

して実施していただけるよう、「緊急浚渫推進事業」を

創設し、令和２年度から５年間で4,900億円の経費を計上

する予定です。 

また、一昨年に他界した母の在宅介護期間中に最も苦

労したのがゴミ出しでした。車椅子を使っていた母が分

別したゴミを収集場所に運ぶことは不可能でしたし、ゴ

ミ出しは家事支援サービスの対象外でした。平日の収集

日に私が実家に戻ることも困難で、ご近所の皆様に助け

て頂きながら乗り切りました。ご高齢の方や障害をお持

ちの方の為に戸別収集をする「ゴミ出し支援事業」を実

施している自治体数は未だ23.5％。そこで、今年３月の

特別交付税から「ゴミ出し支援事業」の経費の半額を措

置する仕組みを創設しました。 
  

 

 

これからも気付いた課題にはすぐに着手する姿勢で仕

事に臨んでまいります。先生方の経験から得られた施策

改善のアイデアをご教授頂けますと、有難く存じます。 

 

さて、今は大きな変革期です。特に５Ｇ、８Ｋ、ＡＩ、

ＩｏＴなど、総務省が所管する情報通信技術の高度化は、

遠隔医療・遠隔教育・テレワークの普及、介護負担の軽

減、レベル４以上の自動運転による地域交通手段の確保、

農林水産業の生産性向上、鳥獣被害対策の高度化、老朽

化インフラ点検の効率化、河川水位の監視・早期避難誘

導など、多分野で地域の課題解決や経済活性化に貢献す

る姿が見えてきました。 

行政においても、持続可能で質の高い行政サービスを

提供する為には、ＡＩ、ＩｏＴなどを使いこなすスマー

ト自治体への転換が必要です。さいたま市では、「保育

所利用調整業務」（利用希望者と空き保育所のマッチン

グ）にＡＩを活用した結果、職員30人で延べ1,500時間か

けていた作業が数秒間で終了するようになりました。申

請者への決定通知の早期送信は親の復職の円滑化に繋が

り、市役所職員の他業務への効率配置も可能にしました。 

技術や制度の進化は、多くの住民の皆様や企業や自治

体で活用されてこそ意味があります。 

変革の時代にあって、様々な行政手続に精通し、幅広

い知識と経験をもって時代の変化や制度改正に対応して

こられ、人・企業・行政の架け橋となっておられる行政

書士の先生方に期待される役割は、益々大きくなってい

ます。今後とも、住民の皆様の利便性向上と様々な施策

の推進に、一層のお力添えを賜りますよう、お願い申し

上げます。 

  

結びに、奈良県行政書士政治連盟の一層のご発展と、

先生方のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。 
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堀井 巌 プロフィール 
 昭和40年10月22日 
 奈良県橿原市生まれ（53歳） 
 昭和63年 自治省採用 
 平成25年 自由民主党奈良県参議院選挙区第一支部支部長 
 平成25年 第23回参議院議員選挙奈良県選挙区にて当選 
 平成29年 外務大臣政務官就任 

 

り  奈 
令和２年度のご挨拶  

自由民主党奈良県第二選挙区支部長   高市 早苗  
総務大臣・衆議院議員  

令和２年５月１日発行 

高市 早苗 プロフィール 

  昭和36年3月7日生まれ 

  奈良県立畝傍高校卒、神戸大学経営学部卒 

  平成5年 衆議院議員初当選（現在8期目） 

  自由民主党政調会長、衆議院文部科学委員長、議院運営委員長、 

  経済産業副大臣(3内閣) 、内閣府特命担当大臣(2内閣) 、総務大臣(5内閣) 

 一方、わが国では「未来投資戦略2018」において、

「行政サービスをデジタルで完結」、「行政保有データ

のオープン化」の実現が謳われております。人口減少に 

よる人材不足をＡＩやロボットでフォローすることが期

待されており、「けいはんな学研都市」に立地する研究 

機関等でも様々な研究が進められています。 

 今後、ＡＩ化や自動化により、私たちの暮らしが便利

になるにつれ、それらに伴う法的な問題が発生すること

が考えられ、多種多様化する現代社会で行政書士の皆様

方が果たされる役割はますます重要になってくることと

存じます。本市におきましては、行政書士の皆様のお力

をお借りし、市民生活の不安を払拭できるセーフティ

ネットとしての役割を果たすべく日々努めてまいる所存

でおりますので、今後より一層の 

お力添えをお願いいたします。 

 

 結びに、奈良県行政書士会政治連 

盟の益々のご発展と会員の皆様のご 

多幸を心から祈念申し上げまして、 

ご挨拶とさせていただきます。 

森 章浩 プロフィール 

  昭和50年6月15日生まれ 

  西大和学園高等学校卒、京都大学農学部水産学科卒 

  平成28年 田原本町長選挙初当選（現在2期目） 

   

仲川 げん プロフィール 

  昭和51年3月6日生まれ 

  北大和（現奈良北）高校卒業、立命館大学経済学部卒業 

  平成21年 奈良市長選挙初当選（現在3期目） 

特別寄稿  

森 章浩 



トピックニュース ★ 

 「行政書士法の一部を改正する法律」が第200回国会における衆議院本会議、及び参議院本会議に

おいて、全会一致の可決により成立し、令和元年１２月４日に公布されました。 

 そこで、「行政書士法の一部を改正する法律」の概要を説明したいと思います。 

 

 １，改正する概要（第一条関係） 

    法律の目的に「国民の権利利益の実現の資すること」を明記すること。 

 ２，社員が一人の行政書士法人の設立の許容 

    一 行政書士法人を社員一人で設立することができるものとすること。 

                        （第一三条の三及び第十三条の八第一項関係） 

    二 行政書士法人の解散事由として、社員の欠乏を追加すること。 

                         （新第十三条の一九第一項第七号関係） 

    三 社員が一人になったことを行政書士法人の解散事由とする規定を削ること。 

                         （第十三条の一九第二項関係） 

    四 行政書士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠乏し、行政書士法人が解散するに 

      至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法 

      人を継続することができるものとすること。（新第十三の一九の二関係） 

 ３，行政書士会による注意勧告に関する規定の新設（新第一七条の二関係） 

    行政書士法人は、会員がこの法律又はこの法律の基づく命令、規則その他都道府県知事の 

   処分の違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社員に対し 

   て注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができるものとすること。 

 ４、施行期日等（附則関係） 

    この法律は、令和元年１２月４日公布された。公布の日から起算して１年６月を経過した 

   日から施行する。 

 

 したがって、「行政書士法の一部を改正する法律」は令和３年６月４日に施行することになります。 
   

「行政書士法の一部を改正する法律」が成立 

４月１６日（火）～２０日（土） 

  組織内候補を奈政連挙げて応援（統一地方選挙にて） 

５月３１日（金）奈良県行政書士政治連盟定期大会 

６月９日（日）堀井いわお推薦団体・友好団体ご代表者様会議 

６月１０日（月）森本勝也活動報告会 

６月２１日（金）第39回日本行政書士政治連盟定期大会 

６月２２日（土）自民党奈良県第一選挙区支部時局講演会 

６月２９日（土）堀井いわお決起大会等 

６月３０日（日）堀井いわお決起大会等 

 

８月２５日（日）山本のぶあき議員歴３５年･令和のつどい 

９月３日（火）公明党奈良県本部 政策要望懇談会 

９月１５日（日）衆議院議員田野瀬太道君と 

              明日の日本を語る会 

１２月１３日（金）田野瀬太道2019関西政経フォーラム 

１月１４日（火）森あきひろ田原本町長選挙応援 

                   （無投票当選） 

１月１５日（水）公明党奈良県本部2020年新春年賀会 

２月２３日（日）まぶち会春の集い 

令和元年度奈政連活動報告 

幹事会開催 

４月１８日(木)・５月３１日(金)・６月７日(金)・８月２２日(木)・１１月２１日(木)・１月１０日(金)・３月２６日(木) 

 現在、奈良県行政書士政治連盟で

は、奈良県行政書士会監察部と連携

し「窓口規制の適正化及び行政手続

法・行政手続条例の遵守」を各部局

と折衝しております。 

 適正化を推進するにあたり、行政

書士自らが率先し委任状および行政

書士証票を提示する姿勢が求められ

ます。皆様協力のほど宜しくお願い

いたします。 
  

許認可受付窓口において窓口での委任状並びに行政書士証票の提示についてのお願い 

               平素は奈良県行政書士政治連盟の諸活動にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し 

              上げます。 

               一昨年度に「日本行政書士政治連盟奈良県支部」から「奈良県行政書士政治連 

              盟」に名称変更をさせて頂き、より地域に密着した政治活動を推進して参りまし 

              た。また、昨年の定期大会にて新体制となりましたが、今までより幹事の人数を 

              減らし、経費削減に努めるとともに、より少数精鋭で活動しやすい体制の整備を 

              構築して参りました。  

 主な活動として、参議院議員選挙や地方公共団体の首長及び議会議員選挙への対応、奈良県行政書士会の各部

の諸活動に対する政治的な後方支援として、代表的なものとして取り上げさせていただければ、監察部で実施し

ている非行政書士排除活動の支援として首長との意見交換、災害被災者支援マニュアル管理運営委員会で検討し

ている罹災証明書の様式統一に伴う国会議員や地方議員に対する質問提起の依頼等を推進して参りました。  

 また、念願であった行政書士法改正に向けて、全国組織である日本行政書士政治連盟の国会等対策委員会委員

として、国会議員への諸活動に傾注し、改正法が昨年第200回臨時国会において全会一致 

で可決成立致しました。  

 限られた財源の中で、様々な政治活動をいかに効率よく実施していくかが、我々奈政連 

役員の使命であることを充分認識をしながら、「すべての行政書士のための政治活動だか 

らこそ、すべての行政書士は政治連盟への加入を」を合言葉に、今後はさらなる組織率向 

上のためより具体的な対策を講じてまいりたいと思います。 

 今後とも更なるご理解とご協力をお願いし挨拶とさせて頂きます。 

令和２年度の挨拶 

 

 

 

奈良県行政書士政治連盟 

   会長 遠山 健太郎 
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